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   第１章 総則 

 （通則） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、組合の会計事務に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 歳入徴収者 管理者又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 153

条第１項若しくは法第 180条の２の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び別に定める

ところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。 

 ⑵ 予算執行者 管理者又は法第 153条第１項若しくは法第 180条の２の規定により支出負担行

為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び別に定めるところにより

これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。 

 ⑶ 出納職員 法第 171条第１項に規定する出納員その他の会計職員をいう。 

 ⑷ 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員及び現金取扱員をいう。 

 （会計事務の指導総括） 

第３条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。 

２ 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。 

３ 事務局に属する収入の調定及び会計管理者に対する通知並びに支出の命令に関する事務は、事

務局長が行う。 

 （出納職員の設置） 

第４条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを現金取扱員とする。 

２ 事務局に出納員及び現金取扱員を置く。 

３ 管理者は、会計管理者をして、組合の事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保

管並びに物品の出納及び保管を出納員に委任させる。 



４ 管理者は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、組合の事務事業に係る収入金及び歳

入歳出外現金の収納及び保管を現金取扱員に委任させる。 

 （出納職員の任免） 

第５条 出納員は事務局次長の職にある者、現金取扱員は事務局長が指定する職員を辞令の交付を

行わずに充てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることができ

る。 

３ 前２項の規定により、管理者の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命ず

る必要があるときは、当該期間中、当該職員は、管理者の事務部局の職員に併任されているもの

とみなす。 

 （出納職員の事務引継） 

第６条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から起算して７

日以内に、その担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。 

２ 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、

その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該

出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又

は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。 

 （出納職員の責任） 

第７条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ

的確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。 

 （調定決議書及び支出命令決議書の送付期限） 

第８条 毎年度歳入歳出に属する調定決議書及び支出命令決議書は、翌年度の４月 25 日までに会

計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この

限りでない。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「令」という。）第 142条第１項第３号た

だし書に関する調定決議書 

 ⑵ 令第 142条第３項に関する調定決議書 

 ⑶ 令第 159条に関する戻入決議書 

 ⑷ 令第 165条の７に関する戻出決議書 

 （会計管理者の審査及び確認） 

第９条 会計管理者は、調定決議書及び支出命令決議書を受けたときは、法令及び関係書類に基づ

いて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、事務局長にこれを返付しなけ

ればならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法

によることができる。 

 ⑴ 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。 

 ⑵ 収入及び支出（以下「収支」という。）の内容に過誤があるとき。 

 ⑶ 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。 

 ⑷ 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認でき

ないとき等収支の根拠が明確でないとき。 



２ 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内

容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければ

ならない。 

 （首標金額の表示） 

第 10 条 納入通知書、納付書、請求書、領収書、調定決議書、支出命令決議書及びその他金銭の

収支に関する証拠書類（電算出力帳票を除く。）の首標金額を表示する場合においては、アラビ

ア数字を用い、その頭初に￥の記号を併記しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この

場合においては、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」等の字体を用い、その

頭初に「金」の文字を併記しなければならない。 

 （金額、数量等の訂正） 

第 11条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、

次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。 

 ⑴ 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを

訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっ

ては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線２条を引き、その上部に正当

な文字又は数字を記載すること。 

 ⑵ 納入の通知書類 納入の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書（以下この号にお

いて「納入通知書等」という。）に記載した納付又は納入をさせる金額は、訂正しないこと。

納入通知書等に記載した納付又は納入をさせる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂

正を要する部分に横線２条を引き、その上部に正書すること。 

 ⑶ 送金の通知書類 前号の規定は、口座振込払、支払通知等の訂正について準用する。 

 ⑷ 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線２条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に

訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。 

 ⑸ 第１号から前号までに掲げる以外の書類 第１号後段の規定は、同号から前号までに掲げる

以外の書類について準用する。この場合において、当該訂正が当該書類の主要となる金額であ

るときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。 

 （外国文の証書類） 

第 12 条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しな

ければならない。 

２ 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理すること

ができる。 

 （収支予定表） 

第 13 条 事務局長は、毎月収支予定額を算定し、収支予定表により前月の 15日までに会計管理者

に通知しなければならない。 

 （歳計現金の現在高報告） 

第 14 条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月１回管理者に報告しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、歳計現金の保管状況につい

て随時報告を徴することができる。 



   第２章 収入 

 （調定の手続） 

第 15 条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第 154 条第１項に

規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目（以

下「歳入科目」という。）ごとに調定決議書により決議しなければならない。この場合において、

歳入科目が同一であって、同時に２人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その

内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。 

２ 調定の決議には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。 

３ 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前２項の規定による調定に係る収入整理簿（以下「収

入整理簿」という。）を調製しなければならない。ただし、第 20 条第１項第１号及び第２号並

びに第 23条第２項ただし書に掲げる収入に係るものは、この限りでない。 

 （調定の時期） 

第 16条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。 

 ⑴ 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の 10日前まで 

 ⑵ 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。 

 ⑶ 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。 

 ⑷ 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する

納期限の 10日前までに、その収入の全額についてしなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払を

した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金の調

定は、出納閉鎖日の翌日にしなければならない。 

 ⑴ 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納

させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日 

４ 前３項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付（以下「納付」という。）

があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処

理をすることができる。 

 （国庫支出金等特定歳入の受入れ） 

第 17 条 会計管理者は、次の各号に掲げる収入金について、当該各号に定める通知書又は案内書

を受けたときは、歳入徴収者に特定歳入受入通知書を送付しなければならない。 

 ⑴ 第 20条第１項各号に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込（送金）通知書 

 ⑵ 第 20条第１項各号に掲げる収入で県の支出金 口座振替済案内書 

２ 歳入徴収者は、前項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは、調定済みに係るものを除

き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。 

 （調定の変更等） 

第 18 条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し

（以下「変更等」という。）の必要があるときは、直ちに、調定決議書により変更等の手続をす

るとともに、収入整理簿を整理しなければならない。 

 （調定の通知） 

第 19条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。 



２ 前項の規定による通知は、調定決議書を会計管理者に送付することにより行うものとする。 

 （納入の通知） 

第 20 条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書により、

遅くとも納期の７日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。 

 ⑴ 補助金、委託金及び交付金 

 ⑵ 地方債（公募に係るものを除く。） 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入 

２ 前項の規定にかかわらず、令第 154条第３項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法

により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 直接窓口等において取り扱う収入 

 ⑵ 競り売りその他これに類する収入 

 ⑶ 延滞金その他これに類する収入 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入 

 （納入通知の変更） 

第 21 条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入変更通知書により納入義務者に

通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、

その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。 

 （納付書の交付） 

第 22 条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、又は毀損した納入義務者から納入の申出があった

とき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があった

ときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第３項ただし書に掲

げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。 

 （直接収納） 

第 23 条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金を直接収納したときは、現金領収書

を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、速やかに現金払込書にその現金及び

領収済通知書を添えて、金融機関に払い込まなければならない。 

２ 前項の現金領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したもの等とする。

ただし、金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による記録紙をもってこれ

に代えることができる。 

 （過誤納金の整理） 

第 24 条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額（以下「過誤納金」という。）があるときは、

当該過誤納金について過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。 

 （過誤納金の還付） 

第 25 条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第 165条の７に規定する戻出（以

下「戻出」という。）にあっては戻出決議書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出する

ものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知

書により通知しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の戻出決議書の送付を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続

の例により、納入者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。 

 （過誤納金の充当） 



第 26 条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては戻出決

議書に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それ

ぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し、過誤納金充当通知

書により通知しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定による戻出決議書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、

戻出決議書によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令による

ものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。 

 （還付加算金） 

第 27 条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて

支出の手続をしなければならない。 

２ 前条第２項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合について準用する。 

 （督促） 

第 28 条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるとき

は、法第 231 条の３又は令第 171 条の規定により、納期限後 20 日以内に督促状により督促しな

ければならない。 

２ 督促状には、督促状発付の日から起算して 10 日を経過した日を履行期限として指定しなけれ

ばならない。 

３ 歳入徴収者は、前２項の規定により督促したときは、その旨を収入整理簿に記載しなければな

らない。 

 （収入未済額の繰越し） 

第 29 条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入

済みとならなかったもの（次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。）があると

きは、収入整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しな

ければならない。 

２ 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかった

もの（次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。）があるときは、滞納繰越

簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。 

３ 前２項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第１項

の場合にあっては６月１日に、前項の場合にあっては４月１日にそれぞれ調定の処理に準じて整

理しなければならない。 

 （歳入の不納欠損処分） 

第 30 条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処

分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、管理者の決裁を受けなければならな

い。 

２ 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、収入整理簿又は滞納繰

越簿にその旨記載するとともに、会計管理者に通知しなければならない。 

 （収入済みの記載等） 

第 31 条 会計管理者は、金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書、特定歳入受入済通

知書又は公金振替済通知書（以下「領収済通知書等」という。）の送付を受けたときは、歳入科

目ごとに歳入簿に記載しなければならない。 



２ 会計管理者は、前項の規定により歳入簿に記載したときは、歳入金日計書に当該収入に係る領

収済通知書等を添付して、事務局長にこれを回付しなければならない。 

３ 事務局長は、前項の規定により歳入金日計書及びこれに添付された領収済通知書等の回付を受

けたときは、収入整理簿又は滞納繰越簿に収入済みとなった旨その他所要事項を記載整理しなけ

ればならない。 

 （収入の訂正） 

第 32 条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したとき

は、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに収入金訂正通知書により会計管理者に通知しなければ

ならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収

入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目に訂正するとともに、歳入徴収者にその旨

指示しなければならない。 

３ 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が金融機関の記帳に関係するものであるときは、収

納金訂正通知書により金融機関に通知しなければならない。 

 （歳入関係帳簿） 

第 33 条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴
てつ

するとともに、歳入簿を備え、所定の事項を記

載して整理しなければならない。 

 ⑴ 歳入月計表 

 ⑵ 調定決議書 

２ 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編綴するとともに、歳入予算整理簿を備え、所定の事項を

記載しなければならない。 

 ⑴ 歳入予算整理月計表 

 ⑵ 調定決議書 

３ 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿を備え、第 23 条に規定する直接収納に係る現金等

の受払いを記載して整理しなければならない。 

 （記載の日付） 

第 34 条 収入整理簿、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めるところによらなければならない。 

 ⑴ 収納日 会計管理者又は収納出納員が受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、

当該送金に係る封筒に消印された郵便事業株式会社の日付印の表示する日 

 ⑵ 収入日 金融機関が収入し、又は決済した日 

 （収入日計表等の調整） 

第 35 条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、これを会計別及び科目別に区分し、歳

入簿に記載するとともに、収入票を会計別及び科目（款）別に集計し、収支日計表にこれを記載

しなければならない。 

２ 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の歳入を集計し、歳入月計表にこれ

を記載して整理しなければならない。 

 （歳入の予納） 



第 36 条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通

知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納入させなけ

ればならない。 

 （現金等による寄附の受納） 

第 37 条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した

書面を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。 

 ⑴ 寄附を受けようとする理由 

 ⑵ 寄附の内容（現金又は有価証券の区別及び金額） 

 ⑶ 寄附をしようとする者の住所及び氏名 

 ⑷ 寄附に際し、条件があるものについては、その内容 

 ⑸ その他必要な事項 

２ 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。 

   第３章 支出 

 （支出負担行為の準則） 

第 38条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して、

これをしなければならない。 

２ 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書により区

分した目節の区分に従って、これをしなければならない。 

 （支出負担行為の手続の特例） 

第 39条 次に掲げる経費に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。 

 ⑴ 法第８章に規定する給与その他の給付及びこれらに類する経費 

 ⑵ 光熱水費 

 ⑶ 通信運搬費 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、支出決定のとき、又は請求のあったときに支出負担行為の整理

を行う経費 

 （特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限） 

第 40 条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、

地方債その他特定の収入（以下「国庫支出金等」という。）を充てているものについて支出負担

行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、これをしてはならない。ただ

し、特に管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 前項の収入が歳入予算（前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされ

た経費に係る財源を含む。）の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当

該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小

し難い場合で管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

 （支出負担行為の決議） 

第 41 条 予算執行者が支出負担行為をなすには、支出負担行為に関する決議書に、次条の規定に

より支出負担行為の内容を示す書類（第 73条第２項から第４項までに規定するものにあっては、

それぞれ当該各項に定める書類を含む。）を添えて決定しなければならない。 



２ 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目（以下「歳出科目」という。）が２以

上にわたるものについては、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の

決議をすることができる。 

３ 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が２人以上あるものについては、

債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。 

４ 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、

当該支出負担行為に関する決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければ

ならない。 

 （支出負担行為として整理する時期等） 

第 42 条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な

書類（次項において「支出負担行為の整理区分」という。）は、別表第１に定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定

めるところによる。 

 （支出負担行為の事前審査） 

第 43 条 予算執行者は、次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじ

め、その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反

していないことについて審査を受けなければならない。ただし、紀南環境広域施設組合予算規則

（平成 25年紀南環境広域施設組合規則第 21号）第 21条の規定により合議されたものを除く。 

 ⑴ 委託料（500万円未満のものを除く。） 

 ⑵ 工事請負費（500万円未満のものを除く。） 

 ⑶ 公有財産購入費 

 ⑷ 備品購入費（500万円未満のものを除く。） 

 ⑸ 負担金補助及び交付金（500万円未満のものを除く。） 

 ⑹ 貸付金（500万円未満のものを除く。） 

 ⑺ 補償補塡及び賠償金 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する経費 

 （支出負担行為の変更等） 

第 44 条 前３条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場

合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分

に係る新たな支出負担行為の決議をしなければならない。 

２ 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見し

たときは、第 66 条第１項に規定するものを除き、同項の規定による歳出更正の例により、これ

を更正しなければならない。 

 （歳出予算の記録及び整理） 

第 45 条 事務局長は、歳出予算について支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直

ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。 

２ 事務局長は、次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、

それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。 

 ⑴ 継続費 継続費関係予算整理簿 

 ⑵ 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿 

http://reiki.city.tanabe.lg.jp/41790210004300000000/41790210004300000000/41790210004300000000_j.html#JUMP_SEQ_664
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 ⑶ 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿 

 （支出命令） 

第 46 条 支出の命令（以下「支出命令」という。）は、予算執行者が支出命令決議書を調製し、

関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。 

２ 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次

に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。 

 ⑴ 予算の範囲内であるか。 

 ⑵ 金額に違算がないか。 

 ⑶ 支出をすべき時期が到来しているか。 

 ⑷ 正当債権者であるか。 

 ⑸ 必要な書類が整備されているか。 

 ⑹ 支払金に関し時効が成立していないか。 

 ⑺ 部分払又は前金払の金額が法令又はこの規則に規定する制限を超えていないか。 

 ⑻ 会計及び年度の所属並びに歳出科目に誤りがないか。 

 ⑼ その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。 

３ 予算執行者は、支払期日の７日前までに支出命令決議書を会計管理者に送付しなければならな

い。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するもの

にあっては、この限りでない。 

４ 予算執行者は、第１項の場合において、同一の支出科目から同時に２人以上の債権者に対して

支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。 

 （支払区分の表示） 

第 47 条 支出命令決議書には、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払又は精算払の区分

を表示しなければならない。 

 （請求書による原則） 

第 48条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待ってこれを行わなければならない。 

２ 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押

印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、

その資格権限の表示がなければならない。 

３ 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証

する書類を徴して、これを確認しなければならない。 

４ 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第１項の請求書には、委任状を添えさ

せなければならない。 

５ 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第１項の請求書には、その事実を証

する書面を添付させなければならない。 

 （請求書による原則の例外） 

第 49 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出

命令を発することができる。 

 ⑴ 報酬、給与及び賃金 

 ⑵ 地方債の元利償還金 

 ⑶ 報償金及び賞賜金 



 ⑷ 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が

確定している経費及びその性質上請求を要しない経費 

２ 前項の場合においては、同項第４号に掲げる経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎

を明らかにした内訳書を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費

から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額

を明示しなければならない。 

 ⑴ 所得税法（昭和 40年法律第 33 号）に基づく源泉徴収に係る所得税 

 ⑵ 地方税法（昭和 25年法律第 226 号）に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税 

 ⑶ 地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第 152号）に基づく共済掛金及びその他の納入金 

 ⑷ 健康保険法（大正 11年法律第 70号）、船員保険法（昭和 14年法律第 73号）、厚生年金保

険法（昭和 29年法律第 115 号）及び雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）に基づく保険料 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの 

 （資金前渡できる経費） 

第 50 条 令第 161 条第１項第 15 号及び第 17 号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるもの

とする。 

 ⑴ 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費

用弁償 

 ⑵ 渡船料、通行料及び駐車場使用料並びに車両燃料費 

 ⑶ 賃金 

 ⑷ 交際費 

 ⑸ 組合の事業執行上生じた事故による損害に対する復旧、賠償、治療、見舞い等のため即時支

払を要する経費 

 ⑹ 研修会、講習会等の参加負担金その他これに類するもの 

 ⑺ 切手、収入印紙の購入費等現金で即時支払をしなければならない経費 

 ⑻ 口座振替等手数料 

 （資金前渡職員） 

第 51 条 事務局長は、歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらか

じめ資金前渡を受ける職員（以下「資金前渡職員」という。）を指定しなければならない。 

２ 資金前渡職員は、管理者が定めた職員でなければならない。 

３ 事務局長は、第１項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ会計管

理者に合議しなければならない。 

 （前渡資金の限度） 

第 52 条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 常時の費用に係る経費 １箇月分の額 ただし、ただし、口座振替等手数料については、当

該年度分の額とする。 

 ⑵ 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額 

２ 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはで

きない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の３分の２以上の支出済みの証明があると

きは、この限りでない。 



 （資金前渡の手続） 

第 53 条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎

を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。 

 （前渡資金の保管） 

第 54 条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な

金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでな

い。 

２ 資金前渡職員は、前項本文の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入

徴収者に報告し、第 15条の規定により調定の手続をしなければならない。 

 （前渡資金の支払） 

第 55 条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、そ

の支払の決定をしなければならない。 

 ⑴ その請求は正当であるか。 

 ⑵ 資金の前渡の目的に適合しているか。 

 ⑶ その他必要な事項 

２ 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領

収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。 

 （前渡資金整理簿） 

第 56 条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければなら

ない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。 

 ⑴ 報酬及び給与 

 ⑵ 報償金 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費 

 （前渡資金の精算） 

第 57 条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごと

に、当該各号に定める期日までに、精算書兼戻入決議書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者

に精算の報告をしなければならない。 

 ⑴ 常時の費用に係る経費 翌月の５日まで 

 ⑵ 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から起算して５日以内 

２ 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、精算書

兼戻入決議書の作成を省略することができる。 

３ 予算執行者は、第１項の報告を受けた場合は、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会

計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

ただし、第１項第１号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。 

 （概算払） 

第 58条 令第 162 条第６号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 運賃又は保管料 

 ⑵ 試験研究又は調査の受託者に支払う経費 

 ⑶ 予納金又はこれに類する経費 

 ⑷ 損害賠償として支払う経費 



２ 予算執行者は 、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をし

て速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直

ちに戻入の手続をしなければならない。 

 （前金払） 

第 59 条 令第 163 条第８号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 使用料、保管料又は保険料 

 ⑵ 土地又は家屋の買収代金 

２ 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合

を除き、契約金額の 100分の 30 に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。 

３ 令附則第７条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交

付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。 

 （過年度支出） 

第 60 条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額

及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて管理者の承認を受けなけ

ればならない。 

 （支払の方法） 

第 61 条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、預金払出票を作

成し、債権者に支払うための手続をしなければならない。 

 （口座振込払） 

第 62 条 会計管理者は、金融機関に預金口座を設けている債権者から、当該預金口座へ口座振込

みの方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振込払依頼書又はその内容を記録

した磁気テープ等を組合が預金口座を有する金融機関に送付し、又は伝送しなければならない。

ただし、口座振込払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類す

る書類を添えてするときは、口座振込払依頼書又はその内容を記録した磁気テープ等の送付を省

略することができる。 

２ 前項に規定する債権者からの申出は、相手方登録（変更）兼口座振替払依頼申出書によるもの

とする。ただし、請求書に取引先金融機関名を表示してあるものは、相手方登録（変更）兼口座

振替払依頼申出書とみなすものとする。 

３ 会計管理者は、第２項の規定により口座振替払をする場合において、必要があるときは、出納

取扱店をして電信により振替の手続をさせることができる。この場合において、口座振替払依頼

書又は同項ただし書に規定する納付書、払込書その他これらに類する書類には、「要電信」と表

示しなければならない。 

 （支払の通知） 

第 63 条 会計管理者は、支払（口座振込払を除く。）をしようとするときは、支払通知書等によ

り債権者に通知しなければならない。 

２ 会計管理者は、口座振込の方法により支払をしたときは、口座振込済通知書により債権者に通

知しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第 62 条第１項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者が

その必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書の発行を省略するこ

とができる。 



 （公金振替払） 

第 64条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。 

 ⑴ 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出 

 ⑵ 次条の規定により組合の債権と組合に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出 

 ⑶ 繰上充用金を充用するための支出 

２ 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければな

らない。 

 ⑴ 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合 

 ⑵ 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合 

 ⑶ 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合 

 （相殺） 

第 65 条 事務局長は、組合の債権と組合に対する債権とを相殺しようとするときは、管理者の決

裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。 

２ 前項の規定により組合が支出すべき金額（還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。）

が収入すべき金額（返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。）を超過するときは、組

合の支出すべき金額から組合が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、組合が収入す

べき金額が組合が支出すべき金額を超過するときは、組合の収入とすべき金額から組合が支出す

べき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。 

３ 前項の場合における納入通知書等には、その表面余白に一部相殺超過の旨を記載しなければな

らない。 

 （支出の訂正） 

第 66 条 予算執行者は、支出した後において、過誤その他の理由により当該支出の訂正を要する

と認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令決

議書に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出更正決議書に、それぞれ関係書類を添えて会

計管理者に送付しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定により支出命令決議書若しくは歳出更正決議書の送付を受けたとき、

又は自ら誤りを発見したときは、直ちに、関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正

にあっては支払の手続をしなければならない。 

 （過誤払金等の戻入） 

第 67 条 予算執行者は、令第 159 条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入決議書又は

精算書兼戻入決議書に戻入れする旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添

付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知し

なければならない。 

 （支払日計表等の調整） 

第 68 条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、これを会計別及び科目別に区分し、歳

出簿に記載するとともに、支出命令決議書を会計別及び科目（款）別に集計し、収支日計表にこ

れを記載しなければならない。 

２ 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の歳出を集計し、歳出月計表にこれ

を記載して整理しなければならない。 

 （歳出関係帳簿） 



第 69 条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴するとともに、歳出簿を備え、所定の事項を記

載して整理しなければならない。 

 ⑴ 歳出月計表 

 ⑵ 支出命令決議書 

 ⑶ 歳出更正決議書 

２ 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、当該各号に定める事項を記載して整理しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 現金出納簿 第 75条第３項の規定により保管する現金の経理 

 ⑵ 資金前渡整理簿 令第 161 条の規定により前渡した資金の整理。ただし、第 56条各号に掲げ

る経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。 

 （支出命令等の記録整理） 

第 70 条 事務局長は、歳出予算について、第 46条第１項又は第 66条若しくは第 67条に規定する

支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第 45

条第１項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。 

   第４章 証拠書類 

 （原本による原則） 

第 71 条 収入又は支出に係る証拠書（以下「証拠書」という。）は、原本でなければならない。

ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもって

これに代えることができる。 

 （収入証拠書） 

第 72 条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 調定決議書 

 ⑵ 領収済通知書及びこれに相当する書類 

 ⑶ 公金振替済通知書 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、収入の原因となった書類 

 （支出証拠書） 

第 73 条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 支出負担行為決議書 

 ⑵ 支出命令決議書 

 ⑶ 戻入決議書及び精算書兼戻入決議書並びにこれらに係る返納済通知書 

 ⑷ 歳出更正決議書 

 ⑸ 契約書又は請書 

 ⑹ 請求書 

 ⑺ 検査又は検収調書。ただし、契約金額が 50万円未満のものについては、前号の請求書にその

旨を記載することによって、これらの添付を省略することができる。 

 ⑻ 領収書又はこれに代わるべき書類 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類 

２ 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に

付したものに係る前項第９号に掲げる書類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類（前項第１号に掲げるものを除く。） 



 ⑵ 公告案及び公告の方法を記載した書類 

 ⑶ 令第 167条の９（令第 167 条の 13 において準用する場合を含む。）の規定により、くじによ

り落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類 

 ⑷ 令第 167 条の 10（令第 167 条の 13 において準用する場合を含む。）の規定により、最低価

格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類 

３ 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第１

項第９号に掲げる書類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類（第１項第

１号に規定するものを除く。） 

 ⑵ 令第 167条の２第１項第６号又は第７号の規定により随意契約によったものにあっては、そ

の事由を記載した書類 

 ⑶ 令第 167条の２第１項第８号又は第９号の規定により随意契約によったものにあっては、そ

の経緯を記載した書類 

４ 補助金及び交付金に係る第１項第９号に掲げる書類は、指令書その他の関係書類とする。 

 （証拠書の保存等） 

第 74 条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の証拠書を年度別、

会計別、歳入歳出別及び予算科目（款）別に区分して日付順に整理の上、表紙を付してこれを編

綴し、保管しなければならない。ただし、証拠書が多岐にわたる場合は、適宜に分冊することが

できる。 

２ 事務局長は、会計管理者の承認を得て、事務処理上必要がある証拠書を保管することができる。 

   第５章 現金及び有価証券 

 （歳計現金の保管） 

第 75条 歳計現金は、会計管理者が金融機関に預金して保管しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、管理者と協議

して、支払のため支障とならない範囲内の金額を預金以外の確実かつ有利な方法で保管すること

ができる。 

３ 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第１項の規定にかかわらず、

30万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。 

 （一時借入金） 

第 76 条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。 

２ 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その

旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、

又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。 

３ 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借

入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければ

ならない。これを返済する場合も、同様とする。 

４ 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直

ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 

５ 事務局長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。 

 （現金の一時繰替使用） 



第 77 条 会計管理者は、一般会計及び特別会計の所属現金に過不足があるときは、同一年度に限

り、相互に繰替使用することができる。 

２ 前項の規定により繰替使用したときは、銀行金利の範囲内で利子を付することができる。 

 （歳入歳出外現金の受入れの決定） 

第 78 条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は

納入をさせる次に掲げる保証金、担保金及び保管金（現金に代えて納付される証券を含む。以下

「歳入歳出外現金」という。）があるときは、歳入歳出外現金受入調書により受入れを決定し、

その旨を会計管理者に通知しなければならない。 

 ⑴ 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供さ

れるもの 

 ⑵ 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの 

 ⑶ 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの 

  ア 源泉所得税 

  イ 市民税及び県民税（給与から控除するもの） 

  ウ 職員共済掛金 

  エ その他の一時保管金 

２ 前項の規定による通知は、同項に規定する歳入歳出外現金受入調書を会計管理者に送付するこ

とにより行うものとする。 

３ 歳入徴収者又は予算執行者は、第１項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたとき

は、次に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金納入通知書を納入義務者に送付しなければな

らない。 

 ⑴ 第１項第３号アからウまでに掲げるものを納入させる場合 

 ⑵ 入札保証金を納付させる場合 

 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合 

 （歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分） 

第 79 条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券（以下「保管有価証券」という。）の出納の所属

年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。 

 （歳入歳出外現金の整理区分） 

第 80条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第 78条第１項各号に掲げる区分に従い、整理しなけれ

ばならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに、細目を設けて整理する

ことができる。 

 （歳入歳出外現金の出納） 

第 81条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。 

２ 第 23条第１項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「現金

払込書」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書」と読み替えるものとする。 

３ 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他

で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略するこ

とができる。 

４ 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、

支出命令決議書により会計管理者の決裁を受けなければならない。 



５ 会計管理者は、前項の規定により決裁した支払をするときは、第 61条から第 65条までの規定

の例により、これをしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には、「歳計

外」と表示しなければならない。 

６ 前３条及び前各項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金

の出納及び保管の例による。 

 （保管有価証券の整理区分） 

第 82 条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い、整理しなければならない。 

 ⑴ 保証証券 第 78条第１項第１号に規定する保証金として提供された有価証券 

 ⑵ 担保証券 第 78条第１項第２号に規定する担保金として提供された有価証券 

 ⑶ 保管証券 前２号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券 

 （保管有価証券の出納） 

第 83 条 会計管理者は、第 78条第１項の規定により受入れが決定された歳入歳出外現金のうち現

金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を

確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証

書に所定の事項を記載して、これを納入者に交付しなければならない。 

２ 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を

除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金

額又は時価のいずれか低い額の 100分の 80の額とする。 

３ 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出

調書により払出しの決定をし、当該払出調書を会計管理者に送付しなければならない。 

４ 前項に規定する払出調書には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付

しなければならない。 

５ 会計管理者は、第３項の規定により保管有価証券払出調書の送付を受け、保管有価証券を払い

出すときは、第１項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を

付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。 

 （保管有価証券の管理） 

第 84 条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しな

ければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、１日限りにお

いて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。 

２ 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を出納取扱店に依頼するこ

とができる。 

３ 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依

頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。 

４ 会計管理者は、第２項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、

有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて出納取扱店に送付して、これを行わなければなら

ない。 

 （利札の還付への準用） 

第 85 条 第 83条第３項から第５項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準

用する。 

 （歳入歳出外現金等の帳簿） 



第 86 条 事務局長は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証

券について、第 78 条第１項各号及び第 82条各号の区分により、その出納を記録整理しなければ

ならない。 

 ⑴ 歳入歳出外現金整理簿 

 ⑵ 保管有価証券整理簿 

２ 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。 

 ⑴ 歳入歳出外現金出納簿 

 ⑵ 保管有価証券出納簿 

 （歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録） 

第 87 条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しな

ければならない。 

   第６章 決算 

 （決算資料） 

第 88 条 事務局長は、法第 233 条第５項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策

の成果を説明する書類を作成しなければならない。 

２ 事務局長は、毎会計年度歳入歳出予算及びその事項別明細書に対する収支の状況を明らかにす

るため、その取扱いに係る収入又は支出について関係帳簿と照合の上、決算説明書及び参考表を

作成して出納閉鎖後 20日以内に会計管理者に提出しなければならない。 

 （決算見込みの調査） 

第 89 条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の４月末日ま

でに、その概要を管理者及び会計管理者に報告しなければならない。 

 （翌年度歳入の繰上充用） 

第 90 条 事務局長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を

必要とするものであるときは、直ちに、これに係る補正予算案を作成し、管理者に提出しなけれ

ばならない。 

２ 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にしなければ

ならない。 

 （帳簿の締切り等） 

第 91 条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了した場合は、歳入簿及び歳出簿並

びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等とを照合精査し、誤りのないことを確認

したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。 

２ 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する

収納金又は前渡資金（これらに係る預金の利子を含む。）があるときは、第 23条及び第 57条の

規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め

切らなければならない。 

   第７章 検査 

 （自己検査） 

第 92 条 管理者は、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた

者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査させなければならな

い。 



２ 管理者は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務につい

て、検査をさせることができる。 

 （検査の概目） 

第 93 条 検査の概目は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 現金及び有価証券の取扱いに関すること。 

 ⑵ 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項 

 （検査の期日） 

第 94条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。 

 （検査の通知） 

第 95 条 管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職氏

名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。 

 （検査報告） 

第 96 条 検査員は、検査終了後、10 日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て管理者に報

告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその

顚末及び意見を付して報告しなければならない。 

 （会計管理者の調査） 

第 97 条 会計管理者は、第３条第２項の規定により、金銭会計事務の調査をしようとするときは、

所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあら

かじめ事務局長に通知しなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の規定による調査員による調査の結果報告について準用する。 

３ 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を事務局長に通知

しなければならない。 

   第８章 監督責任及び保管責任 

 （出納員の監督責任） 

第 98 条 出納員は、出納保管の事務について、現金取扱員を監督しなければならない。 

 （保管責任） 

第 99 条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、全ての現金、有価証券又

は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。 

 （亡失、損傷等の報告） 

第 100 条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、

損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者を経て管理者に提出

しなければならない。 

   第９章 補則 

第 101 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成 25年８月１日から施行する。 

   附 則（平成 26年４月 15 日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 



別表第１（第 42 条関係） 

支出負担行為整理区分（甲） 

節区分等 

支出負担行為と

して整理する時

期 

支出負担行為の

範囲 

支出負担行為に

必要な主な書類 
摘要 

１報酬 支出決定のとき 当該給与期間に

係る金額 

支給調書   

２給料 支出決定のとき 当該給与期間に

係る金額 

支給調書   

３職員手当等 支出決定のとき 支出しようとす

る金額 

支給調書   

４共済費 支出決定のとき 支出しようとす

る金額 

請求費、内訳書   

５災害補償費 支出決定のとき 支出しようとす

る金額 

災害補償決定に

関する書類、請求

書 

  

６恩給及び退職年金 支出決定のとき 支出しようとす

る金額 

請求書又は仕様

書、請求年金の裁

定に関する書類 

  

７賃金 雇入れのとき 日額と雇入人員

の積算額 

雇入れに関する

書類 

雇入れの期間が

２月以上の場合

は、２による。 
８報償費 交付決定のとき 交付しようとす

る額 

報償に関する調

書 

  

契約を締結する

とき 

契約金額 請書及び明細書   

９旅費 

（実費弁償、法令の規

定に基づかない特別

職員、臨時講師に対す

る旅費） 

支出決定のとき 支出しようとす

る額 

出張命令（公務旅

行依頼伺）書 

  

  

10 交際費 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

請求書   

11 需用費 光 熱 水

費 

支出決定のとき 支出しようとす

る額 

請求書、検針票   

その他 

契約を締結する

とき（請求のあ

ったとき） 

契約金額（請求

のあった額） 

設計書又は仕様

書、予定価格調

書、入札書、見積

書又は内訳書、開

入札に付した場

合は、執行伺を

添付する。単価

による契約にあ



札調書、契約書

（案）又は請書

（契約書、請求

書） 

っては、（ ）

内によることが

できる。 

12 役務費 

  

電話料、

電 報 料

及 び 郵

便料 

 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

請求書、申込書

の写し 

保険料 契約を締結する

とき若しくは払

込請求通知を受

けたとき又は払

込みをするとき 

払込指定金額 契約書（案）、払

込請求通知書又

は仕訳書 

  

その他 契約を締結する

とき（請求のあ

ったとき） 

契約金額（請求

のあった額） 

内訳書、見積書、

契約書（案）又は

請書（契約書、請

求書） 

単価による契約

にあっては 、

（ ）内による

ことができる。 

13 委託料 契約を締結する

とき（請求のあ

ったとき又は支

出決定のとき） 

契約金額（請求

のあった額） 

見積書、契約書

（案）又は請書

（請求書） 

見積書を徴し難

い場合は、委託

明細書によるこ

とができる。単

価による契約に

あっては、（ ）

内によることが

できる。 

14 使用料及び賃借料 契約を締結する

とき（請求のあ

ったとき） 

契約金額（請求

のあった額） 

見積書、契約書

（案）又は請書

（契約書、請求

書） 

条例等で契約金

額が定められて

いる場合は、見

積書を省略する

ことができる。

単価による契約

にあっては 、

（ ）内による

ことができる。 

15 工事請負費 契約を締結する

とき 

契約金額 設計書又は仕様

書、予定価格調

書、入札書又は見

積書、開札調書、

契約書（案）又は

請書 

入札に付した場

合は、執行伺を

添付する。 



16 原材料費 契約を締結する

とき（請求のあ

ったとき） 

契約金額（請求

のあった額） 

設計書又は仕様

書、予定価格調

書、入札書又は見

積書、開札調書、

契約書（案）又は

請書（契約書、請

求書） 

入札に付した場

合は、執行伺を

添付する。単価

による契約にあ

っては、（ ）

内によることが

できる。 

17 公有財産購入費 契約を締結する

とき 

  

契約金額 

  

設計書又は仕様

書、予定価格調

書、入札書又は見

積書、開札調書、

契約書（案）又は

請書 

入札に付した場

合は、執行伺を

添付する。 

  18 備品購入費 

19負担金、補助及び交

付金 

指令するとき 

（請求のあった

とき） 

指令する額（請

求のあった額） 

申請書（請求書） 指令を要しない

ものにあっ て

は、（ ）内に

よることができ

る。 

20 扶助費 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

請求書、内訳書   

21 貸付金 貸付決定のとき

（支出決定のと

き） 

貸付けを要する

額（支出しよう

とする額） 

申請書、契約書

（案）貸付決定に

関する通知書（内

訳書） 

月額で貸し付け

るものにあって

は、（ ）内に

よることができ

る。 

22 補償、補填及び賠償

金 

補償、補填及び

賠償するとき 

補償、補填及び

賠償を要する額 

補償、補填及び賠

償に関する書類、

判決書謄本 

  

23償還金、利子及び割

引料 

支出決定のとき 支出しようとす

る額 

内訳書、請求書   

24 投資及び出資金 出資又は払込決

定のとき 

出資又は払込み

を要する額 

出資又は払込み

に関する書類、申

請書 

  

25 積立金 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

    

26 寄附金 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

申請書   

27 公課費 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

公課令書、申告書

の写し 

  



28 繰出金 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

    

 備考 

 １ 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理期間とする支出負担行為でこれに基づい

て出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中におい

て当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。 

 ２ 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為

として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担

行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みであることを

明示するものとする。 

別表第２（第 42条関係） 

支出負担行為整理区分（乙） 

区分 
支出負担行為とし

て整理する時期 

支出負担行為の

範囲 

支出負担行為に必

要な主な書類 
摘要 

１資金前渡 資金前渡をすると

き 

資金前渡を要す

る額 

請求書、内訳書又

は支給調書 

  

２概算払 概算払をするとき 概算払を要する

額 

内訳書   

３過年度支出 過年度支出をしよ

うとするとき 

過年度支出を要

する額 

過年度支出を証す

る書類 

支出負担行為決

議書には、過年度

支出である旨の

表示をするもの

とする。 

４過誤払返納金

の戻入 

  

現金の戻入通知が

あったとき 

（現金の戻入があ

ったとき） 

戻入する額 

  

内訳書 

  

翌年度の５月 31

日以前に現金の

戻入があり、その

通知が６月１日

以降にあった場

合は、（ ）内に

よることができ

る。 

５ 繰越し 当該繰越分を含む

支出負担行為を行

うとき 

繰越しをした金

額 

契約書 支出負担行為決

議書には、繰越し

である旨の表示

をするものとす

る。 

６債務負担行為 債務負担行為を行

おうとするとき 

債務負担行為の

額 

契約書   

７継続費 契約を締結すると

き 

契約金額 契約書   



 備考 

 １ 資金前渡をするとき（精算渡しに係る経費に限る。）をもって整理期間とする支出負担行為

で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納

整理期間中に支出の決定に先立って整理することができるものとする。 

 ２ 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第１に定めるこれに相

当する規定の関係書類を添付すること 

 


